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１．はじめに 

 NPO と行政との協働に関して 10 年近く筆者は関心を持ち、多くの自治体との関わりの

中で、協働のあり方を模索してきた。1998 年の特定非営利活動促進法（以下、「NPO 法」

という。）の施行以来、NPO への関心とともに、協働に対する取組みは、これまでの行政

運営に関して大きなうねりとなった。これは、NPO 法の施行だけにとどまらず、2000 年か

ら本格的に始まる地方分権の流れによって加速化されたとも言える。 
 こうした協働の推進という大きな方向性はあるものの、多くの自治体や NPO では、協働

への取組みは模索状態が続いているのも事実である。 
協働の場面では、特に、行政側からは実施面での協働に重きが置かれる傾向があり、一

方、NPO 側は、政策立案にどれだけ関われるかという点に関心がある。両者の協働に対す

る認識の違い、取組み姿勢の乖離といった現状を踏まえ、協働がよりよきものとなるため

に、NPO と行政の協働型政策形成が大きな役割を果たすのではないかという仮定の下、 
協働型政策形成の可能性について、すでに「しが協働モデル研究会」での取組みを事例と

して考察してきた。2 
本稿では、「しが協働モデル研究会報告」をベースとしてつくられた「滋賀県協働提案制

度」を事例として、協働型政策形成の可能性と課題について再考察したい。 
 
２．滋賀における協働の定義づけ 

 滋賀県における協働の現状を見る上で、まず、どのように協働が位置づけられてきたの

かをその定義の変遷で概観する。 
まず最初に滋賀県が協働を位置づけたのが、1998 年に策定された「県民の社会貢献に活

動促進のための基本的な考え方」3である。ここでは、｢協働とは、共通の目的の実現のため

にそれぞれが自らの役割を自覚し、ともに考え、ともに汗を流して取り組んでいくこと｣と

規定されている。 
2004 年の「しが協働モデル研究会報告書」4では、一般的な協働を｢複数の主体が対等な

立場で、同じ目的のために、協力して働き、相乗効果を上げようとする取り組み｣だと定義

し、それを踏まえて、｢NPOと県とが、それぞれ単独では対応できない、あるいは単独では

効果や効率が低いと考えられる社会的な課題について、それぞれの特性や特長を活かし、

                                                   
2 阿部圭宏「都市の自律における新たな公共の担い手としてのＮＰＯの役割」（TOYONAKA ビジョン 22 vol11、2008

年３月） 
3 協働ネットしが http://www.pref.shiga.jp/c/katsudo/kyodonet/about/kangaekata/index.html 参照 
4 協働ネットしが http://www.pref.shiga.jp/c/katsudo/kyodonet/siryo/files/houkokusyo16.pdf 参照 
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役割分担や責任を明確にした上で、共通の目標に向かって連携協力して活動すること｣とし

ている。 
2007 年に策定された「滋賀県基本構想」5では、｢NPO･企業・行政など立場の異なる組

織や人同士が、対等な関係のもと、同じ目的･目標のために連携･協力して働き、相乗効果

を上げようとする取組｣として、行政の協働の相手方をNPOに限定せずに、企業なども含め

た多様な主体との関係性を前面に押し出している。 
 
３．協働提案制度創設の経過 

 しが協働モデル研究会報告では、協働の仕組みとして「提案方式」や「企画提案公募型

委託事業」が提言されており、これらの実現が期待されていた。特に、NPO 側にとって、

県政運営を協働型に転換させていく上での有力なツールと考えられていた。 
しかし、現実に動き出したのは、研究会報告のうち、協働推進ボード、協働部活プロジ

ェクト、ラウンドテーブルしが、しが協働ル～ムという４つの仕組み 6だけであり、報告の

中で中心的に取り扱われてきた提案制度にかかるところは実現に至らなかった。 
 2007 年 6 月に、「NPO と滋賀県行政の協働を進めるための提案」が滋賀県と NPO との

協働を推進する有志 NPO（22 団体）から出され、企画提案公募型委託事業の積極的な実施

が提案された。また、しが協働推進ボードが同年 10 月に協働提案制度の創設などの提言を

行ってきた。 
 こうした状況を踏まえ、2008 年度に滋賀県協働提案制度検討委員会（会長：新川達郎同

志社大学大学院教授）が組織されることとなった。同時期、筆者は知事から請われ、滋賀

県協働コーディネーターとして滋賀県における協働推進の一翼を担い、検討委員会にも関

わりを持つこととなった。2009 年 1 月には、「滋賀県協働提案制度の創設に関する提言書」

が知事に提出された。 
 検討委員会の提言を受ける形で、2009年度に滋賀県協働提案制度が創設された。 
 
４．滋賀県協働提案制度の概要 

滋賀県協働提案制度は、県民、地域団体、NPO、企業等の多様な主体と県行政が、とも

に主体的に地域を支え合う協働型の社会づくりをめざし、地域の諸課題やニーズに対応で

きる地域総合力の向上を図るため、多様な主体からの現場視点による協働提案に基づき、

双方の社会的資源(資金、人材、労力、物財、情報、アイデア、ノウハウ等)や特性を組み

合わせながら、ともに公共政策を作り上げていく仕組みである。 

この制度に基づき、多様な主体と県とが対等な関係のもと、共通の目的・目標のために

連携・協力することによって相乗効果を上げることが期待できる協働事業について、2009
年度に多様な主体から提案を募集し、採択された事業を2010年度に協働事業として実施す

                                                   
5 滋賀県ＨＰ http://www.pref.shiga.jp/a/kikaku/kihonkousou/index.html 参照 
6 協働ネットしが http://www.pref.shiga.jp/c/katsudo/kyodonet/e-room/index.html 参照 

http://www.pref.shiga.jp/a/kikaku/kihonkousou/index.html
http://www.pref.shiga.jp/c/katsudo/kyodonet/e-room/index.html
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る。この制度の創設によって、滋賀県が抱える課題の解決と真の協働型県政への転換をめ

ざすことされた。 

 協働提案制度は、滋賀県が独自に進めた政策ではなく、他の自治体でも広く実施されて

いる。滋賀県内でも、草津市、栗東市、高島市などで行われている。 
 行政が事業を実施する場合、自らが政策立案して実施することが普通であるが、協働提

案制度は、行政以外の多様な主体が事業を企画提案するものである。しかも、単に提案す

るだけでなく、採択されると、提案者が団体の場合は、提案者が自ら事業を実施すること

となる。 
 募集する協働事業は、応募型と創造型の2種類とされた。応募型は、県がテーマを提示し

て募集する事業であり、創造型は、自由な発想で多様な主体から提案される事業で、かつ

県として協働して関わることがふさわしいものである。 

 応募型と創造型をあわせて公募し、審査委員会による第 1 次審査（書面審査）と第 2 次

審査（プレゼンテーション＋最終選考）を経て、協働事業の候補が決定される。一部予算

を伴わない事業は、当該年度（この場合は 2009 年度）の後半に実施する場合もあるが、通

常は予算を伴うため、次年度予算に計上され、議会の議決を経て決定される。事業実施は

次年度で、次々年度に事業の評価を行う。 
 提案制度の流れは、図 1 のとおりである。 
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図１ 滋賀県協働提案制度の流れ（2009年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．滋賀県協働提案制度の特徴 

 他自治体と比較して、滋賀の特徴としては、次の点が挙げられる・ 
（1）提案者を限定しない 

   他自治体では、提案者を NPO に限定しているものが多い中、滋賀の場合、応募者を

個人・団体いずれでもよしとし、団体には NPO のほか、地域団体、企業、各種団体な

ど、幅広く対象としている。ただし、団体からの提言が採択された場合は、その団体

が実施することになるが、個人の場合は、実施団体を改めて公募することとしている。 
 （2）応募型と創造型の 2 種類 
   募集する協働事業は、応募型と創造型の2種類とされた。応募型は、県がテーマを提

示して募集する事業であり、創造型は、自由な発想で多様な主体から提案される事業

で、かつ県として協働して関わることがふさわしいものである。特に、創造型の協働

事業が入れられたことにより、提案がしやすくなった。 

（3）実施は次年度 
   実施年度は、募集年度の次年度とし、この間に予算、実施方法等の詳細を詰めるこ

ととした(予算を伴わない提案は、当該年度からの実施も可)。事業実施までに十分な協
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議時間がとれるとともに、事業期間が 1 年間あるため、事業の成果が期待できる。 
（4）審査 

   審査は、審査委員会を設置し、第 1 次審査(書類審査)と第２次審査(公開プレゼンテ

ーションと最終選考)で決定する。なお、第 2 次審査には担当課も出席し、意見を述べ

ることができる。 
（5）協議による事業化 

   第 1 次審査通過後に提案者と担当課との協議を行い、必要な修正を行うことができ

る。また、審査通過後、詳細協議を行い、予算要求に当たっての金額等を煮詰めるな

ど、事業の精度を高めることができる。 
 （6）評価 
   提案制度に基づき実施した協働事業は、県と実施団体双方による自己評価を行うこ

ととしている。また、評価後、成果報告会を公開で行うこととしているため、透明性

が確保できる。 

 
６．初年度の結果 

 2009年の４月15日から5月29日までが募集期間とされた。初年度の応募型のテーマは、

17 テーマが提示された。提案数は 28 件で、応募型 12 件、創造型 16 件となった。 
 提案者は、NPO が 22 件（うち NPO 法人 6 件）、特例民法法人が 1 件、企業が 1 件、協

同組合が 1 件、個人が 3 件となった。 
第 1 次審査(書類審査)は 15 件が通過し、辞退者１件を除く 14 件が第 2 次審査（公開プ

レゼンテーションおよび最終選考）に進んだ。そのうち 11 件（応募型 7 件、創造型 4 件）

が候補事業に選考された（表 1 のとおり）。 
 結果だけを見れば、行政側が示した応募型テーマも多く、提案数も期待しているものが

出たと言えるだろう。採択数も 4 割に近づき、数字上は成功したと言える。 
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表１ 候補事業に選考された提案者（団体）名・事業名等 

 

 
７．制度の課題 

数字上はまずまずの評価ができるが、1 年目の協働事業の選定過程、予算編成過程を通じ

て、以下のような課題があると思われる。  
 （1）制度の基本的な考え方の整理 
   協働提案制度は、あくまで協働型県政を推進するためのモデル事業的な位置づけで

あるため、協働提案制度だけで協働が推進されるものではないという基本認識が必要

である。 
（2）政策形成にかかる提案が出た場合の対応 

   県の中には、まだまだ政策形成は、県自身がすべきであるという考えが根強いため、
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政策形成に関わる提案が出た場合、それを積極的に受け止めようとする姿勢が弱い。 
（3）第三者機関が議論している提案が出た場合の調整 

   審議会、委員会など、付属機関等の第三者機関が議論している提案が出た場合、第

三者機関を優先するために、提案が門前払いされる可能性がある。 
 （4）担当課が評価していない提案が出た場合の対応 
   審査に当たって、担当課からの意見が文書で出されたり、審査会に担当課が出席し

て意見を述べたりするため、担当課が評価していない場合に、採択されにくい面があ

る。 
 （5）提案内容が複数課にまたがる場合の対応 
   提案内容が複数課にまたがる場合、縦割り意識の中で自分のところで引き受けずに、

他課に振りたがる傾向がある。 
 （6）財政が厳しい中での予算確保 
   財政状況が厳しい中、この制度への予算を別枠で確保するということがなされなか

ったため、予算確保面での担当課の反応が弱い。 
（7）応募型事業の積極的な発掘の必要性 

   各課での魅力ある応募型事業のテーマ出しが必要である。今回は 17 テーマが出たこ

とにより全体としての応募数が上がったので、各課から積極的にテーマを出すことが

求められる。なお今回、県が出した応募型事業のテーマに対して、反応がないものも

結構あったので、魅力あるテーマを設定する必要がある。 
（8）事業が 3 年にわたる 

   提案制度への応募・採択、協働事業の実施、協働事業の評価が 3 年にわたるため、

スピード感を持って対応すべき課題に対応できないのではないかという課題がある。 
 
８．おわりに 

 協働型政策形成の取組みとして、滋賀県協働提案制度は一つの可能性を示している。一

方で、こうした仕組みを活性化、機能させていくには、まず、行政側の努力が必要となる。 
 1 年目は何とか機能した協働提案制度は、2 年目になり、一気にしぼんでしまうこととな

った。応募数も少なかったが、採択数は 2 事業という惨憺たる結果となった。その理由は、

各課が予算編成過程で疲れてしまい本制度への不信感を持ったこと、その結果、応募型テ

ーマがあまり出てこなかったこと、創造型事業へ応募する場合に相談会への出席を義務付

けたことなど、いくつか考えられる。 
 3 年目は新規事業を公募しないということが決定した。鳴り物入りで制度を創設してこの

結果を行政としてどう受け止めるのか、その責任は大きい。 
 協働型政策形成や協働型への行政の転換の実現は、なかなか難しい。特に、行政の文化

を根底から揺るがす仕組みへの転換には多くの困難が伴う。一方、行政内にも閉塞感が漂

い、これまでの行政運営では限界であるという認識は、首長にとどまらず、職員の中にも
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触れつつある。こうした行政をどのようにサポートしていくかが、次のステップなのかも

しれない。 
なお、滋賀県の 2 年目以降の本制度の経過や評価に関しては改めて稿をおこしたい。 
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